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青森空港の機能強化に係る基礎調査等業務 説明書 
 

令和 7 年 12 月 15 日 

青 森 県 港 湾 空 港 課 

 

青森県 県土整備部 港湾空港課発注の青森空港の機能強化に係る基礎調査等業務についての簡

易公募型プロポーザル方式に係る手続きへの参加希望者の募集については、関係法令に定めるも

ののほか、この説明書によるものとする。 

 

1. 公告日 

令和７年 12 月 15 日（月） 

 

2. 担当部局 

〒030－8570 青森県青森市長島一丁目１番１号 

青森県 県土整備部 港湾空港課 港湾計画・空港グループ 

ＴＥＬ：017-734-9674（直通） 

ＦＡＸ：017-734-8194 

 

3. 業務名 

青森空港の機能強化に係る基礎調査等業務 

 

4. 業務概要 

4.1 業務の目的 

令和６年度における青森空港の利用者数は約 126 万人となり、第二次青森空港活性化ビジョ

ン（平成 30 年度～令和７年度）における利用者数の目標値である 130 万人を達成しつつある状

況である。この 130 万人という利用者数は、現青森空港のキャパシティーの限界値でもあり、今

後、更に多くの利用者を受入れるためには空港施設の更新や拡張等の検討が必要となる。 

また、航空需要の回復に伴い、国内各地の空港で就航便数が増加したことによりグランドハン

ドリングや保安検査等の空港業務に携わる人材の確保も難しくなってきていることから、利用者

の利便性だけでなく、空港施設内で働く人達にとっても快適に働くことのできる空港とすること

が求められている。 

本業務では、現在の青森空港を取り巻く状況及び各種課題を整理・分析し、社会情勢の変化に

順応した概ね 20 年間の空港機能強化に係る基礎調査等を行うものである。 
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4.2 業務内容 

4.2.1 計画・準備 

  本業務を実施するにあたり、業務の目的や内容を把握し、業務の手順や実施に必要な事項

を整理した業務計画書を作成する。 

 

4.2.2 青森空港の現状分析 

青森空港について様々な観点から分析し、現状の課題を把握することにより、今後、目指

すべき将来像を取りまとめる。具体的な手法は企画提案による。 

(1) 青森空港を取り巻く事業環境の整理  

1) 青森空港の運営状況の分析及び整理 

2) 社会・経済・観光・環境・交流人口等調査 

3) 今後の社会情勢の変化についての調査 

4) 空港アクセス手段選択に関する特性分析 

5) 青森空港の施設の現状把握 

(2) 青森空港の現状と課題の整理 

1) 第二次青森空港活性化ビジョンの検証 

第二次青森空港活性化ビジョンに基づく事業進捗状況等を確認・検証し、青森空港の目

指すべき将来像を実現するためのボトルネックを分析する。 

2) 青森空港に期待される役割の検討と課題の抽出 

青森空港が今後果たすべき役割と取り組むべき課題について検討を行う。 

 

4.2.3 青森空港の将来像実現に向けた取組の方向性の検討 

青森空港の需要予測を行うとともに、目指すべき将来像の実現のための機能強化策を検討

する。機能強化策の内容について実施すべき事業の優先順位を整理し、その実施のための体

制構築に向けた検討を行う。具体的な手法は企画提案による。 

(1) 将来像を実現するための航空ネットワークの構築方針の検討 

1) 航空需要予測 

概ね 20 年間の需要予測を行う。 

2) 航空ネットワークの構築に向けた課題の整理 

誘致体制や受入体制、施設規模等についての青森空港が抱える課題を整理する。 

3) 空のネットワーク整備の検討 

単なる旅客・貨物の輸送のための空港ではなく、広域防災・医療拠点など、青森空港の

今後のあり方についての検討を行う。 

(2) 将来像を実現するための空港機能強化に関する取組方針の検討 

1) 青森空港の機能強化策の検討 

目指すべき将来像と空のネットワークの実現に向けた機能強化策について検討する。 
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2) 機能強化策におけるハード面の方向性検討 

機能強化策を実施する際の施設整備・運用の実施主体や費用負担等について中長期的に

持続可能な運営手法を検討する。 

3) 機能強化策におけるソフト面の方向性検討 

機能強化策の実現に必要な空港内外の関係者間の連携体制構築に向けた空港の運営主

体が取るべきリーダーシップについて検討する。 

4) 機能強化策のフィージビリティスタディ及び優先順位の検討 

現在の空港運営体制の下での機能強化策の効果的・効率的な実施に向けた課題を抽出し、

各事業を実施する上での優先順位を検討する。 

 

4.2.4 報告書の作成 

4.2 の内容を整理し、報告書として取りまとめる。 

 

4.2.5 打合せ協議 

本業務の対面での打合せは、６回以上とする。打合せ終了後は速やかに打合せ記録簿を作成し

提出する。 

 

4.3 企画提案書に求める特定テーマ 

テーマ① 青森空港の現状分析に係る効果的な手法について 

テーマ② 青森空港の将来像実現に向けた取組の方向性の検討に係る効果的な手法について 

 

4.4 業務の上限額 

25,000 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

4.5 履行期限 

令和８年 12 月 25 日（金） 
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5. 参加資格要件 

本業務に係る簡易公募型プロポーザルは、企画提案書提出時点において、次に掲げる事項をす

べて満たすことを参加資格の要件とする。なお、複数の事業者の共同による応募も可能とする。 

5.1 参加資格について 

(1) 過去 10 年以内（平成 27 年度以降かつ入札に参加しようとする当該業務の公告日以前に完

成（完了登録）したもの）において、国又は地方公共団体から「同種又は類似業務」を受注

した実績を１件以上有する者であること。なお、日本国内の業務に限る。共同による応募の

場合は、代表者が実績を１件以上有すること。 

1) 同種業務：国内空港における機能強化に係る調査等業務 

2) 類似業務：公共施設等における機能強化に係る調査等業務 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しないこと。 

(3) 青森県財務規則（昭和 39 年３月青森県規則第 10 号）第 128 条の規定に該当しないこと。 

(4) 青森県建設業者等指名停止要領（平成２年６月 28 日付け青監第 633 号。以下「指名停止要

領」という。）に基づく知事の指名停止の措置を受けていないこと。 

(5) 指名停止要領別表第９号から第 15 号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指

名停止の措置が行われたものを除く。）がないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。）でないこと。 

(7) 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及び厚生年

金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。 

(8) 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(9) 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる

者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。 

 

5.2 共同による応募について 

複数の事業者が共同で応募するためには、5.1 の参加資格のほか、次の条件をすべて満たさな

ければならない。 

(1) 関係する事業者の中から代表者を１者選定すること。 

(2) 関係する事業者が他の提案に係る構成員になっていないこと。 

(3) 関係する事業者がそれぞれ果たす役割を書面により明確にできること。 
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6. 企画提案書の作成、提出及び記載上の留意事項 

6.1 企画提案書の作成方式 

企画提案書の様式は、別添（様式-１～様式-３）に示すとおりとする。様式-１～様式-３及び

6.2 において、「任意様式」で可と指定したもの以外の様式で作成した企画提案書は評価の対象

としない。 

 

6.2 企画提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 
（様式-1）企画提案書提出届 ・ 企画提案書の提出者に係る内容を記載する。 

（様式-1）同種又は類似業務の

実績 

・ 同種又は類似業務の実績を記載する。 
・ 同種または類似業務は、5.1 (1) のとおり。 
・ 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写し及

び、特記仕様書等の業務の内容が分かる書類を提出すること。 

（様式-2）業務実施体制 

・ 配置予定の担当者氏名、所属・役職、担当する業務内容について、簡潔に

記載する。 
・ 複数の事業者の共同による応募の場合や、再委託の場合は、企業名等も記

載すること。 
・ 他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合は、再委託先又は協力先

及びその理由（企業の特徴等）を記載するものとする。ただし、業務の主

たる部分を再委託してはならない。 

（様式-3）特定テーマ 
に対する企画提案 

・ 特定テーマ「青森空港の現状分析に係る効果的な手法について」及び「青

森空港の将来像実現に向けた取組の方向性の検討に係る効果的な手法に

ついて」を具体的に提案する。 
・ 記載にあたり概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用いるこ

とは差し支えない。 
・ 特定テーマに対する企画提案は 1 テーマにつき A4 版 3 枚程度とする。 

参考概算見積 
（参考様式を参照） 

・ 本業務に係る参考見積を提出すること。 
・ 参考見積価格は、提示した業務規模と大きくかけ離れていないことを確

認するために用いる。 
・ A4 版の任意様式で提出とするが、参考様式を参照のこと。 

 

6.3 添付書類 

同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写し及び、特記仕様書等の業務

の内容が分かる書類を提出すること。 

 

6.4 提供資料 

(1) 青森空港の概要

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/airport/files/kuukougaiyou2025.pdf) 

(2) 第二次青森空港活性化ビジョン

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kowan/second-projects-to-

reinvigorate-aomori-airport.html) 

(3) 青森空港の利用実績 

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/airport/jisseki.html) 

(4) その他、協議による。貸与方法については「10. 業務説明書に係る質問受付及び回答」に

準じ、メールで受け付ける。 
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6.5 提出期間、提出先及び提出方法 

企画提案書等の提出は、以下のとおりとする。 

 

6.5.1 提出期間 

令和７年 12 月 15 日（月） から 令和８年１月 14 日（水）17 時まで 

 

6.5.2 提出方法 

企画提案書及び添付書類を１つの PDF ファイルとし、下記提出先にメール添付又は大容量フ

ァイル送信サービスにより提出する。 

メールの件名は「【青森空港の機能強化に係る基礎調査等業務】提案書の送付」とすること。 

 

6.5.3 提出先 

kowan@pref.aomori.lg.jp 

（青森県 県土整備部 港湾空港課 港湾計画・空港グループ 担当 松野、下山 宛て） 

 

6.5.4 受信確認 

提出した際は、行き違いを避けるため、必ず受信確認を行うものとする。提出者から下記担当

者まで連絡を必ず行うこと。 

青森県 県土整備部 港湾空港課 港湾計画・空港グループ 担当 松野又は下山 017-734-9674 

 

6.5.5 その他 

要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

 

6.6 企画提案書の特定 

企画提案書の特定は、7. の評価項目及び評価基準に基づいて行い、必要に応じてヒアリング

を実施のうえ、契約予定者に特定された者には令和 7 年 1 月下旬頃から順次特定通知書をもっ

て通知する。 

 

6.7 ヒアリング 

ヒアリングの有無について令和８年１月 19 日の週頃に様式-１に記載した担当者メールアド

レスに連絡する。必要と判断した場合は令和８年１月 20 日（火）～１月 23 日（金）のうちいず

れか１日で調整するものとし、ヒアリング場所は青森県庁、時間は 30 分とする。なお、ヒアリ

ングに係る資料作成・旅費等の費用は提出者の負担とする。 
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7. 企画提案書を特定するための基準 

企画提案書の特定をする際の評価ウエイトは以下のとおりである。 

評価項目 評価の着眼点 評価基準 評価 
ウエイト 

企業評価 
30 点 

過去 10 年間の同

種又は類似業務の

実績内容 
20 点 

下記の順位で評価する。  
①同種業務の実績がある。 
②類似業務の実績がある。 
※複数の事業者の共同による応募の場合、代表事業者

のみを評価する。 
※同種・類似業務は、5.1 (1) に記載のとおり。 

①：20 点 
②：10 点 

業務体制 
10 点 

下記の順位で評価する。 
①無理のない現実的な体制であり、かつ要員の役割が

明確である。 
②無理のない現実的な体制である。 
③非現実的な体制である。 

①：10 点 
②：5 点 
③：0 点 

特定テーマに 
対する企画提案 

70 点 

地域精通度 
20 点 
(各テーマ 10 点) 

記載内容が青森空港の特性に合致すると認められる場

合、優位に評価する。 
①青森空港の特性に合致する。 
②概ね合致するが、一部特性が踏まえられていない。 
③合致しない。 

各テーマ 
①：10 点 
②：5 点 
③：0 点 

業務理解度 
10 点 
(各テーマ 5 点) 

目的・条件・内容が簡潔に記載されていると認められ

る場合、優位に評価する。 
①業務目的を十分理解しており、丁寧で分かりやすく

記載ミスがない。 
②業務目的を十分理解しており、丁寧で分かりやすく

記載ミスがほとんどない。 
③業務目的について一定程度の理解があり、記載ミス

がほとんどない。 
④業務目的の理解はあるが、記載ミス等が目立つ。 
⑤記載なし又は業務目的を十分理解しているとは言え

ない。 

各テーマ 
①：5 点 
②：4 点 
③：3 点 
④：2 点 
⑤：0 点 

的確性 
10 点 
(各テーマ 5 点) 

テーマの重要度及び難易度を考慮した提案となってい

ると認められる場合、優位に評価する。 
①テーマの重要度及び難易度を考慮した提案であり、

丁寧で分かりやすく記載ミスがない。 
②テーマの重要度及び難易度を考慮した提案であり、

丁寧で分かりやすく記載ミスがほとんどない。 
③テーマの重要度及び難易度について記載があり、記

載ミスがほとんどない。 
④テーマの重要度及び難易度について記載があるが、

理解度不足であると言える。 
⑤テーマの重要度及び難易度について記載なし。 

各テーマ 
①：5 点 
②：4 点 
③：3 点 
④：2 点 
⑤：0 点 

実現性 
20 点 
(各テーマ 10 点) 

提案内容に説得力があり、実現性があると認められる

場合、優位に評価する。 
①非常に説得力のある実現できる提案である。また、

丁寧で分かりやすく記載ミスがない。 
②非常に説得力のある提案であり、実現性が高い。ま

た、丁寧で分かりやすく記載ミスがほとんどない。 
③説得力のある提案であり、実現できると考えること

ができる。また、記載ミスがほとんどない。 
④説得力に乏しく、実現困難な提案である。 
⑤説得力がなく、実現不可能な提案である。 

各テーマ 
①：10 点 
②：8 点 
③：6 点 
④：4 点 
⑤：0 点 

独創性 
10 点 
(各テーマ 5 点) 

優れた具体的な提案がある場合、優位に評価する。 
①非常に独創性に優れた具体的な提案がある。 
②独創性に優れた提案がある。 
③独創性がない。 

各テーマ 
①：5 点 
②：3 点 
③：0 点 
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8. 非特定理由に関する事項 

8.1 非特定通知の送付 

企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨及びその理由を令和８年１

月下旬までに通知する。 

 

8.2 非特定理由の説明 

上記 8.1 の通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日から起算して 5 日（休日を含まない。）

以内に、担当部局に対し非特定理由について書面により説明を求めることができる。 

 

8.3 非特定の回答 

上記 8.2 の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 5 日（休日を含ま

ない。）以内に書面により行う。 

 

8.4 非特定の説明請求提出先 

非特定理由の説明請求の提出先は 6.5.3 と同様とする。 

 

9. その他留意事項 

9.1 使用通貨 

各提出書類の作成等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

9.2 契約保証金の免除 

青森県財務規則第 159 条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一

部の納付を免除することがある。 

 

9.3 契約書の作成の要否 

契約書の作成は必要とする。 

 

9.4 無効となる企画提案書 

企画提案書が次のいずれかに該当する場合、無効となることがある。 

(1) 提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの 

(2) 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの 

(3) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(4) 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

(5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

(6) 虚偽の内容が記載されているもの 

(7) 参加資格要件を満たさなかった場合 
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9.5 提出書類の作成、ヒアリング等に要する費用負担 

各提出書類の作成、ヒアリング等に要する費用は、提出者の負担とする。 

 

9.6 提出書類の使用目的 

各提出書類は、本業務及びそれに係る公募型プロポーザルの実施以外の目的に使用しない。 

 

9.7 虚偽の記載 

各提出書類に虚偽の記載を行った場合は、全ての提出書類を無効とするとともに、虚偽の記載

をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

 

9.8 提出後の提出書類返却 

各提出書類は、受理後返却しない。ただし、特定されなかった企画提案書は、その返却を希望

した者に限り返却する。なお、企画提案書は特定その他の作業のため必要な範囲において複製を

作成することがある。 

 

9.9 資料の無断使用 

企画提案書の作成のために発注者から提供を受けた資料がある場合、その資料は発注者の了解

なく公表及び使用することはできない。 

 

9.10 提出期間外の差替え、再提出など 

提出期間以降における企画提案書の差替え及び再提出は認めない。また、企画提案書に記載し

た配置予定担当者は、病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができない。 

 

9.11 特定された者の公表 

特定された者の会社名等は公表する。 

 

9.12 企画提案書の公表の有無 

提出された企画提案書は、公正性、透明性、客観性を期するため必要に応じて公表することが

ある。 

 

10. 業務説明書に係る質問受付及び回答 

質問は電子メールで受け付ける。回答は受理日の翌日から３日（休日を含まない。）以内に質問

者に対して電子メールにより行うほか、下記のとおり閲覧に供する。 

10.1 業務説明書質問期間 

令和７年 12 月 15 日（月） から 令和７年 12 月 25 日（木）17 時まで 

 

10.2 質問先 

青森県 県土整備部 港湾空港課 港湾計画・空港グループ（mail：kowan@pref.aomori.lg.jp） 
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10.3 閲覧場所 

下記港湾空港課ホームページで閲覧に供する。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kowan/aomori-airport-proposal.html 

 

10.4 閲覧期間 

回答の翌日から令和８年１月 14 日（水）17 時まで 

 

10.5 その他注意事項 

10.5.1 メールの件名 

メールの件名は「【青森空港の機能強化に係る基礎調査等業務】質問の送付」とする。 

 

10.5.2 質問者の情報 

メールには回答を受け付ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びＦＡＸ番号、電子メールア

ドレスを併記するものとする。 

 

10.5.3 回答しない質問について 

次の質問に対しては回答しない。 

(1) 本説明書の明らかな誤読による質問 

(2) 本説明書に対する質問者の個人的な意見 

(3) 質問者の提案しようとする内容について是非を問う事項 

(4) 自ら判断又は調査すべき事項 

(5) その他本業務及びそれに係る公募型プロポーザルの実施に当たり不適当と判断される事項 

 

以上 


